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本日発生した銃撃事件を踏まえた対応について 

 

本日、報道でご案内のとおり、選挙運動の際の発砲事案が発生しました。 

各選挙管理委員会においては、自由で公正な選挙が確実に行われることを徹底す

る観点から、不測の事態が生じた際の警察を含めた関係機関と連絡体制を構築・確

認するとともに、投開票事務の停滞を招くことがないよう万全を期していただくよ

うようお願いいたします。 

なお、貴都道府県内の市区町村の選挙管理委員会事務局に対しても、周知徹底を

お願いします。 


